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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央管理装置と建物別管理装置とが、外部通信網を介して接続されたエネルギー管理シ
ステムであって、
　前記中央管理装置は、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶装置
の前記データを引き出し可能とされており、
　前記建物別管理装置は、前記中央管理装置から、前記データを取り込んで、当該建物別
管理装置の初期設定又は設定変更を行うことが可能とされているものであって、
　前記中央管理装置は、前記建物別管理装置からのアクセスを受けると、当該建物別管理
装置が設置されている建物を識別し、前記データを取り込み可能な状態とし、
　前記中央管理装置による前記建物別管理装置が設置された前記建物の識別は、前記建物
別管理装置内に記憶された建物識別コードデータに基づいて行われ、
　前記建物のエネルギー管理に必要な情報の前記データを記憶した前記記憶装置は、前記
中央管理装置とは別の箇所に設置されており、前記中央管理装置は、前記建物別管理装置
がアクセスしたときに、前記記憶装置から前記データを引き出し、前記建物別管理装置へ
前記データを取り込み可能な状態とし、
　前記中央管理装置とは別の箇所に設置された前記記憶装置は、前記中央管理装置が設置
された管理事業者の別の複数部署に分散されて設置された部署別情報記憶装置の少なくと
も営業情報と設計情報とを含む前記データを一元管理する総合情報記憶装置であることを
特徴とするエネルギー管理システム。
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【請求項２】
　前記記憶装置に記憶した前記建物のエネルギー管理に必要な前記データに不足分がある
場合には、その不足分を、インターフェースを介して手入力により前記建物別管理装置内
に取り込み補完することが可能であることを特徴とする請求項１に記載のエネルギー管理
システム。
【請求項３】
　前記データの不足分を補完して前記建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行った後
は、前記中央管理装置は、その情報のデータを受け取り、前記記憶装置に記憶することを
特徴とする請求項２に記載のエネルギー管理システム。
【請求項４】
　前記建物のエネルギー管理に必要な情報の前記データは、分電盤の分岐回路と、それに
接続される電力負荷との対応付けのデータを含むことを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載のエネルギー管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中央管理装置と、これに接続された建物別管理装置から成るエネルギー管理
システム、及びエネルギー管理システムの設定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、企業レベルだけでなく、家庭レベルでも、省エネルギー意識が高まりつつあり、
住宅として用いる建物に、エネルギー管理システムを導入し、エネルギー管理を行うこと
がなされるようになってきた。
【０００３】
　このエネルギー管理システムを導入するにあたっては、対象となる建物に建物別管理装
置を設置し、エネルギー管理に必要なデータを、この建物別管理装置内に取り込む初期設
定を行わなければならず、リフォーム等でデータが変わる際には、設定変更を行わなけれ
ばならない（例えば特許文献１等を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３０９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した特許文献１のような従来のエネルギー管理システムでは、初期
設定又は設定変更を行うに際して、エネルギー管理に必要なデータの一つ一つ全てを、建
物別管理装置が設置された建物において、マウスやキーボード等のインターフェースを介
して手入力しなければならないので、長時間の作業が必要であった。
【０００６】
　そこで、本発明は、初期設定又は設定変更を行うに際して、長時間の作業を短縮化する
ことができるエネルギー管理システム、及びエネルギー管理システムの設定方法を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明のエネルギー管理システムは、中央管理装置と建物
別管理装置とが、外部通信網を介して接続されたエネルギー管理システムであって、前記
中央管理装置は、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶装置の前記
データを引き出し可能とされており、前記建物別管理装置は、前記中央管理装置から、前
記データを取り込んで、当該建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行うことが可能と
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されていることを特徴とする。
【０００８】
　ここで、前記中央管理装置は、前記建物別管理装置からのアクセスを受けると、当該建
物別管理装置が設置されている建物を識別し、前記データを取り込み可能な状態とすると
よい。
【０００９】
　また、前記中央管理装置が、前記建物別管理装置が設置された前記建物の識別は、前記
建物別管理装置内に記憶された建物識別コードデータに基づいて行うとよい。
【００１０】
　さらに、前記建物のエネルギー管理に必要な情報の前記データを記憶した前記記憶装置
は、前記中央管理装置とは別の箇所に設置されており、前記中央管理装置は、前記建物別
管理装置がアクセスしたときに、前記記憶装置から前記データを引き出し、前記建物別管
理装置へ前記データを取り込み可能な状態とするとよい。
【００１１】
　また、前記中央管理装置とは別の箇所に設置された前記記憶装置は、前記中央管理装置
が設置された管理事業者の別の複数部署に分散されて設置された部署別情報記憶装置の前
記データを一元管理する総合情報記憶装置であるとよい。
【００１２】
　さらに、前記記憶装置に記憶した前記建物のエネルギー管理に必要な前記データに不足
分がある場合には、その不足分を、インターフェースを介して手入力により前記建物別管
理装置内に取り込み補完することが可能であるとよい。
【００１３】
　また、前記データの不足分を補完して前記建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行
った後は、前記中央管理装置は、その情報のデータを受け取り、前記記憶装置に記憶する
とよい。
【００１４】
　さらに、前記建物のエネルギー管理に必要な情報の前記データは、分電盤の分岐回路と
、それに接続される電力負荷との対応付けのデータを含むとよい。
【００１５】
　本発明のエネルギー管理システムの設定方法は、中央管理装置と建物別管理装置とが、
外部通信網を介して接続されたエネルギー管理システムの設定方法であって、前記建物別
管理装置は、前記外部通信網を介して、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを記
憶した記憶装置の前記データを引き出し可能な前記中央管理装置から、前記データを取り
込んで、前記建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　このような本発明のエネルギー管理システムは、中央管理装置と建物別管理装置とが、
外部通信網を介して接続されたエネルギー管理システムである。
【００１７】
　そして、中央管理装置は、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶
装置のデータを引き出し可能とされており、建物別管理装置は、中央管理装置から、デー
タを取り込んで、建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行うことが可能とされた構成
とされている。
【００１８】
　上記した構成なので、建物別管理装置側から中央管理装置側へアクセスし、データの取
り込みを要求するだけで、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータのほとんどを取り
込み、建物別管理装置の初期設定又は設定変更を短時間で行うことができる。
【００１９】
　特に、近年普及しつつある情報分電盤のような分岐回路数が多い分電盤でも、作業時間
を大幅に短縮化することができる。



(4) JP 6445898 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【００２０】
　ここで、中央管理装置は、建物別管理装置からのアクセスを受けると、建物別管理装置
が設置されている建物を識別し、データを取り込み可能な状態とする場合は、中央管理装
置は、アクセスしてきた建物別管理装置からそれが設置されている建物を識別して、その
建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを正確且つ瞬時に引き出し可能な状態とする
ことができる。
【００２１】
　また、中央管理装置が、建物別管理装置が設置された建物の識別は、建物別管理装置内
に記憶された建物識別コードデータに基づいて行う場合は、建物別管理装置が設置されて
いる建物を識別するのに、建物識別コードデータを用いるので、容易にその建物を識別す
ることができる。
【００２２】
　さらに、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶装置は、中央管理
装置とは別の箇所に設置されており、中央管理装置は、建物別管理装置がアクセスしたと
きに、記憶装置からデータを引き出し、建物別管理装置へデータを取り込み可能な状態と
する場合は、そのデータが他の用途にも用いられているときなどにも、データの共有化を
容易に図れる。
【００２３】
　また、中央管理装置とは別の箇所に設置された記憶装置は、中央管理装置が設置された
管理事業者の別の複数部署に分散されて設置された部署別情報記憶装置のデータを一元管
理する総合情報記憶装置である場合は、複数の部署別情報記憶装置内に記憶されるデータ
は、総合情報記憶装置で一元管理されるので、エネルギー管理システムにおいて容易に使
用することができる。
【００２４】
　さらに、記憶装置に記憶した建物のエネルギー管理に必要なデータに不足分がある場合
には、その不足分を、インターフェースを介して手入力により建物別管理装置内に取り込
み補完することが可能である場合は、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータのほと
んどは既に取り込んであるので、少ない不足分を処理するだけで済む。
【００２５】
　また、データの不足分を補完して建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行った後は
、中央管理装置は、その情報のデータを受け取り、記憶装置に記憶する場合は、記憶装置
に記憶した建物のエネルギー管理に必要なデータに不足分がある場合における中央管理装
置側の設定も容易に行うことができる。
【００２６】
　さらに、建物のエネルギー管理に必要な情報のデータは、分電盤の分岐回路と、それに
接続される電力負荷との対応付けのデータを含む場合は、建物のエネルギー管理に必要な
情報のデータの中で、重要な地位を占める分電盤の分岐回路と、それに接続される電力負
荷との対応付けのデータを含むので、少なくとも、電力負荷毎の消費電力を管理可能なエ
ネルギー管理システムとすることができる。
【００２７】
　このような本発明のエネルギー管理システムの設定方法は、中央管理装置と建物別管理
装置とが、外部通信網を介して接続されたエネルギー管理システムの設定方法である。
【００２８】
　そして、建物別管理装置は、外部通信網を介して、建物のエネルギー管理に必要な情報
のデータを記憶した記憶装置のデータを引き出し可能な中央管理装置から、データを取り
込んで、建物別管理装置の初期設定又は設定変更を行う構成とされている。
【００２９】
　上記した構成なので、本発明のエネルギー管理システムの効果と同じ効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】実施例のエネルギー管理システムの概略構成を示す図であって、実施例のエネル
ギー管理システムの設定方法を説明するための説明図である。
【図２】実施例のエネルギー管理システムの設定方法の流れを示すフロー図である。
【図３】実施例のエネルギー管理システムの設定方法における分岐回路（番号）と、それ
に接続される電力負荷との対応付けの情報のデータの一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面に示す実施例に基づいて説明する。
【実施例】
【００３２】
　先ず、実施例の構成について説明する。
【００３３】
　図１は、実施例のエネルギー管理システムの概略構成を示す図であって、実施例のエネ
ルギー管理システムの設定方法を説明するための説明図である。
【００３４】
　この実施例のエネルギー管理システムは、パーソナルコンピュータ等から成る建物別管
理装置１がそれぞれ設置された建物Ｈ１～ＨＸと、インターネット等の外部通信網Ｎを介
して接続された中央管理装置２との間で成り立つものである。
【００３５】
　なお、建物Ｈ１～ＨＸには、インターネット等の外部通信網Ｎに接続できるように、ル
ータ等の中継器Ｒがそれぞれ設けられている。
【００３６】
　また、建物Ｈ１～ＨＸには、図示省略の計測器がそれぞれ設けられており、電気や水や
ガス等のエネルギーの消費量が計測可能となっている。
【００３７】
　そして、建物Ｈ１～ＨＸにおける建物別管理装置１に付帯するモニタ１ａに、自身のエ
ネルギー消費量と、類似する建物の平均値等を表示させて、管理可能とするものである。
【００３８】
　この実施例のエネルギー管理システムの設定方法では、建物Ｈに、この実施例のエネル
ギー管理システムを導入する場合について説明する。
【００３９】
　この実施例のエネルギー管理システムの設定方法を説明するにあたって、まずは、この
実施例のエネルギー管理システムの設定方法に用いられる装置類について説明する。
【００４０】
　まず、管理事業者が保有する記憶装置としての総合情報記憶装置３は、インターネット
等の外部通信網Ｎを介して中央管理装置２と接続されている。
【００４１】
　また、総合情報記憶装置３は、管理事業者の営業部署に設置された部署別情報記憶装置
としての営業情報記憶装置４と、設計部署に設置された部署別情報記憶装置としての設計
情報記憶装置５とに、それぞれ接続されている。
【００４２】
　なお、中央管理装置２、総合情報記憶装置３、営業情報記憶装置４、及び設計情報記憶
装置５は、いずれも、データのやり取りが可能なサーバ装置である。
【００４３】
　次に、図１と、図２のフロー図も参照しながら、この実施例のエネルギー管理システム
の設定方法について説明する。
【００４４】
　なお、この実施例のエネルギー管理システムの設定方法では、エネルギー管理システム
の管理事業者と、新築又は既築の建物Ｈの建築業者とが同じ業者である場合を示している
。
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【００４５】
　まず、新築（又は既築）の建物Ｈに、エネルギー管理システムを導入する契約が成立す
る（ステップＳ１）。
【００４６】
　なお、この契約に基づいて、建物識別コード（邸コード）が付与される。
【００４７】
　そして、営業部署は、建物Ｈの家族構成、建築地域、担当者等の営業情報を入手し、営
業情報記憶装置４に、この営業情報のデータを入力する（ステップＳ２Ａ）。
【００４８】
　これと並行して、設計部署では、建物の面積、断熱性、分電盤の分岐回路と、分岐回路
の電力負荷の対応付け等の設計情報の作成をし、設計情報記憶装置５に、この設計情報の
データを入力する（ステップＳ２Ｂ）。
【００４９】
　そして、営業情報記憶装置４に記憶された営業情報のデータと、設計情報記憶装置５に
記憶された設計情報のデータとを、総合情報記憶装置３に送って記憶させ、データの共有
化を図る（ステップＳ３）。
【００５０】
　続いて、中央管理装置２側で、建物識別コード（邸コード）を入力すると、総合情報記
憶装置３から中央管理装置２へデータが引き出され、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情
報のデータとしてフォーマット化される（ステップＳ４）。
【００５１】
　最後に、建物別管理装置１側で、建物識別コード（邸コード）とパスワードを入力する
と、中央管理装置２からフォーマット化されたデータが取り込まれ、初期設定（又は設定
変更）が完了する（ステップＳ５）。
【００５２】
　ここで、図３は、このフォーマット化されたデータのうち、分岐回路（番号）と、それ
に接続される電力負荷との対応付けの情報のデータの一部を示す図であり、手入力だけに
よると、かなりの時間を要するデータ量が、一般的な建物でもある。
【００５３】
　また、エネルギーとして、電気だけ示したが、水やガスについても、略同様に処理する
ことができる。
【００５４】
　なお、設定変更する場合は、建物Ｈのリフォーム後など、大幅に変更があるときに適用
すると、特に有効である。
【００５５】
　また、図示は省略したが、万一、総合情報記憶装置３に記憶した建物Ｈのエネルギー管
理に必要なデータに不足分がある場合には、建物別管理装置１のモニタにエラーメッセー
ジが表示される。
【００５６】
　大抵の場合、建物Ｈの構築時には未定で、ブランクとしてあった箇所であり、あったと
しても少量であるので、その不足分を、タッチパネルやマウスやキーボード等のインター
フェースを介して手入力により建物別管理装置１内に取り込み補完すれば、初期設定又は
設定変更は完了する。
【００５７】
　さらに、データの不足分を補完して建物別管理装置１の初期設定又は設定変更を行った
後は、中央管理装置２は、その情報のデータを受け取り、総合情報記憶装置３に記憶させ
、システムとして正常に機能させる。
【００５８】
　次に、実施例の作用効果について説明する。
【００５９】
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　このような実施例のエネルギー管理システムは、中央管理装置２と建物別管理装置１と
が、インターネット等の外部通信網Ｎを介して接続されたエネルギー管理システムである
。
【００６０】
　そして、中央管理装置２は、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した
記憶装置としての総合情報記憶装置３のデータを引き出し可能とされており、建物別管理
装置１は、中央管理装置２から、データを取り込んで、この建物別管理装置１の初期設定
又は設定変更を行うことが可能とされた構成とされている。
【００６１】
　上記した構成なので、建物別管理装置１側から中央管理装置２側へアクセスし、データ
の取り込みを要求するだけで、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータのほとんど
を取り込み、建物別管理装置１の初期設定又は設定変更を短時間で行うことができる。
【００６２】
　特に、建物Ｈが備える分電盤が、近年普及しつつある情報分電盤のような分岐回路数が
多い分電盤でも、作業時間を大幅に短縮化することができる。
【００６３】
　ここで、中央管理装置２は、建物別管理装置１からのアクセスを受けると、建物別管理
装置１が設置されている建物Ｈを識別し、データを取り込み可能な状態とする。
【００６４】
　このため、中央管理装置２は、アクセスしてきた建物別管理装置１からそれが設置され
ている建物Ｈを識別して、その建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータを正確且つ
瞬時に引き出し可能な状態とすることができる。
【００６５】
　また、中央管理装置２が、建物別管理装置１が設置された建物Ｈの識別は、建物別管理
装置１内に記憶された建物識別コード（邸コード）データに基づいて行う。
【００６６】
　このため、建物別管理装置１が設置されている建物Ｈを識別するのに、建物識別コード
（邸コード）データを用いるので、容易にその建物Ｈを識別することができる。
【００６７】
　さらに、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶装置としての総
合情報記憶装置３は、中央管理装置２とは別の箇所に設置されており、中央管理装置２は
、建物別管理装置１がアクセスしたときに、総合情報記憶装置３からデータを引き出し、
建物別管理装置１へデータを取り込み可能な状態とする。
【００６８】
　このため、そのデータが他の用途にも用いられているときなどにも、データの共有化を
容易に図れる。
【００６９】
　この他の用途としては、例えば、リフォームによりエネルギー消費量が改善した事例等
を紹介して、リフォームを推進する部署のサーバに接続して利用することなどがある。
【００７０】
　また、中央管理装置２とは別の箇所に設置された記憶装置としての総合情報記憶装置３
は、中央管理装置２が設置された管理事業者の別の複数部署に分散されて設置された部署
別情報記憶装置としての営業情報記憶装置４及び設計情報記憶装置５のデータを一元管理
するものである。
【００７１】
　このため、複数の部署別情報記憶装置としての営業情報記憶装置４内及び設計情報記憶
装置５内に記憶されるデータは、総合情報記憶装置３で一元管理されるので、エネルギー
管理システムにおいて容易に使用することができる。
【００７２】
　さらに、総合情報記憶装置３に記憶した建物Ｈのエネルギー管理に必要なデータに不足
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分がある場合には、その不足分を、タッチパネルやマウスやキーボード等のインターフェ
ースを介して手入力により建物別管理装置１内に取り込み補完することが可能である。
【００７３】
　このため、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータのほとんどは既に取り込んで
あるので、少ない不足分を処理するだけで済む。
【００７４】
　また、データの不足分を補完して建物別管理装置１の初期設定又は設定変更を行った後
は、中央管理装置２は、その情報のデータを受け取り、総合情報記憶装置３に記憶する。
【００７５】
　このため、総合情報記憶装置３に記憶した建物Ｈのエネルギー管理に必要なデータに不
足分がある場合における中央管理装置２側の設定も容易に行うことができる。
【００７６】
　さらに、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータは、分電盤の分岐回路と、それ
に接続される電力負荷との対応付けのデータを含む。
【００７７】
　このため、建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータの中で、重要な地位を占める
分電盤の分岐回路と、それに接続される電力負荷との対応付けのデータを含むので、少な
くとも、電力負荷毎の消費電力を管理可能なエネルギー管理システムとすることができる
。
【００７８】
　このような実施例のエネルギー管理システムの設定方法は、中央管理装置２と建物別管
理装置１とが、インターネット等の外部通信網Ｎを介して接続されたエネルギー管理シス
テムの設定方法である。
【００７９】
　そして、建物別管理装置１は、インターネット等の外部通信網Ｎを介して、建物Ｈのエ
ネルギー管理に必要な情報のデータを記憶した記憶装置としての総合情報記憶装置３のデ
ータを引き出し可能な中央管理装置２から、データを取り込んで、建物別管理装置１の初
期設定又は設定変更を行う構成とされている。
【００８０】
　上記した構成なので、実施例のエネルギー管理システムの作用効果と同じ作用効果を奏
する。
【００８１】
　以上、図面を参照して、本発明を実施するための形態を実施例に基づいて詳述してきた
が、具体的な構成は、この実施例に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更
は、本発明に含まれる。
【００８２】
　例えば、上記した実施例では、主に建物Ｈを構築した建築業者と、エネルギー管理シス
テムの管理事業者とが同じである場合について説明したが、これに限定されず、建物Ｈを
構築した建築業者がエネルギー管理システムの管理事業者と異なる場合にも実施すること
ができる。
【００８３】
　この場合、エネルギー管理システムを導入する契約を行う際に、管理事業者の営業部署
の者が建物Ｈのエネルギー管理に必要な情報のデータを予め入手しておき、総合情報記憶
装置３に記憶させておけばよい。
【符号の説明】
【００８４】
Ｈ　　　　建物
Ｈ１　　　建物
Ｈ２　　　建物
Ｈ３　　　建物



(9) JP 6445898 B2 2018.12.26

ＨＸ　　　建物
１　　　　建物別管理装置
１ａ　　　モニタ
２　　　　中央管理装置
３　　　　総合情報記憶装置（記憶装置）
４　　　　営業情報記憶装置（部署別記憶装置）
５　　　　設計情報記憶装置（部署別記憶装置）
Ｎ　　　　外部通信網
Ｒ　　　　中継器

【図１】 【図２】
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【図３】
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